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林業の成長産業化と森林の適切な管理に向けた検討

「未来投資戦略2017」
○林業の成長産業化と森林の適切な管理
林業所得の向上のための林業の成長産業化の実現と森林資源の適切な管理のため、森林の管理経営
を、意欲ある持続的な林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の管理を市町村等が
行う新たな仕組みを検討し、年内に取りまとめる。この検討は、平成29年度与党税制改正大綱において、市
町村主体の森林整備等の財源に充てることとされた森林環境税（仮称）の検討と併せて行う。

「経済財政運営と改革の基本方針2017（骨太の方針）」
○攻めの農林水産業の展開
森林の管理経営を意欲のある持続的な林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の
管理を市町村等が行う新たな仕組みを検討する。この検討は、平成29年度与党税制改正大綱において、市
町村主体の森林整備等の財源に充てることとされた森林環境税（仮称）の検討と併せて行う。CLT等の新た
な木材需要の創出、国産材の安定供給体制の構築、人材の育成確保等を推進する。

○ 「未来投資戦略2017」や「経済財政運営と改革の基本方針2017」等において、林業の成長産業化の実現と森
林の適切な管理のため、森林の管理経営を意欲のある持続的な林業経営者に集積・集約化するとともに、そ
れができない森林の管理を市町村が行う新たな仕組みを検討することとされた。

「規制改革実施計画」
○林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の推進
林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の実現に向け、森林の管理経営を意欲のある持続的な林業
経営者へ集積・集約化する方策や、これを補完するために市町村等が担う公的仕組みとその持続可能な
実効を担保する財源を含めた枠組みについて、検討し、結論を得次第、速やかに、所要の規制・制度改革
を実施する。



○ 我が国の森林面積は国土面積の３分の２にあたる2,500万ha（そのうち人工林は1,000万ha）。
○ 人工林の約半数が11齢級以上となる主伐期を迎えようとしている。
○ 主伐期を迎えた人工林の直近５年間の平均蓄積増加量は、年間4,800万㎥。主伐による原木の供給量は

1,679万㎥（H27）。
○ 条件のよい人工林においては主伐が行われているが、いまだ成長量の６割強が利用されていない状況。

■ 国土面積と森林面積の内訳
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■ 主伐期の人工林資源の成長量と主伐による原木の供給量

主伐期の人工林資源の
年間成長量（約4,800万㎥）

６割強が
利用

されていない

主伐による
原木の供給量

■ 人工林の齢級別面積

資料：林野庁「森林資源の現況」（平成24年3月31日現在）
注1： 齢級（人工林）は、林齢を５年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を１年生として、1～5年生を「１齢級」と数える。
注2： 森林法第5条及び第7条2に基づく森林計画の対象となる森林の面積。
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資料：国土交通省「平成28年度土地に関する動向」
（平成27年の数値）、
林野庁「森林資源の現況」（平成24年３月31日現在）
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その他
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天然林等
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66％
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※林野庁「森林資源の現況」（平成24年3月31日現在）、「森林・林業統計要覧」（H28）に基づき試算

森林資源の現状

＋



林家数

○ 我が国の森林の所有形態は零細であり、８割の森林所有者は森林の経営意欲が低い
○ 意欲の低い森林所有者のうち７割の森林所有者は主伐の意向すらない
一方で、

○ 林業経営者（素材生産業者等）のうち７割の者は規模拡大の意向があるが、４割の者が事業を行う上での
課題として、 「事業地確保が困難」を挙げている。

○ その他、事業を拡大する上での課題としては、「路網の未整備」、「資本装備（林業機械）更新が困難」など
がある。

■ 林家の保有山林面積

所有面積10ha未満

1～5ha
61.7万戸

(74%)

5～10ha
11.1万戸

(13%)(83万戸)

■ 林業経営者（素材生産業者等）の規模拡大の意向

規模拡大したい
70％

現状維持したい
26％

規模縮小したい、
やめたい、無回答

4％

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」 注：林家とは保有森林面積が１ha以上の者。

○今後の経営規模に関する意向 ○事業を行う上での課題

10～50ha
9.1万戸
(11%)

50～100ha
0.7万戸

(1%)

100ha以上
0.4万戸
(0.4%)
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林業の現状

事業地確保が困難

路網が未整備

資本装備（林業機械）
更新が困難

資料：BFW 「ÖsterreichischeWaldinventur」、BMELV 「Bundeswaldinventur(BWI)」、林野庁業務資料
注：オーストリアは、ÖsterreichischeWaldinventur1992/96による生産林における数値
ドイツ(旧西ドイツ)はBundeswaldinventur1986/1989による数値
日本は都道府県報告による平成27(2015)年現在の開設実績の累計
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実施

業者に
任せる

主伐の
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71％

○ 森林経営意欲 ○ 主伐の意向

※農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（H27）に基づき作成

※雇用関係は除く
※複数回答可

※素材生産業者へのアンケート結果（H27）を集計

25.0%

25.5%

37.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

■ 森林所有者の経営意欲は低い ■ 路網密度の諸外国との比較
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○ 多くの森林所有者は森林経営の意欲が低い。

一方、多くの林業経営者（素材生産業者等）は、事業規模の拡大意欲があるものの、

事業地の確保が困難となっている。

○ このように、森林所有者と意欲と能力のある林業経営者（素材生産業者等）との間の

ミスマッチが生じている。

林業経営者（素材生産業者等）

意欲と能力のある林業経営者に森林経営を委託する

新たな森林管理システムを構築し、

森林の管理経営の集積・集約化を推進

森林所有者

課題と対応方向

課 題

対応の方向



林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、
① 森林所有者に適切な森林管理を促すため、森林管理の責務を明確化するとともに

② 森林所有者自らが森林管理を実行できない場合に、市町村が森林管理の委託を受け意欲と能力のある林
業経営者に繋ぐスキームを設ける。

③ 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を行う。

④ 意欲と能力のある林業経営者の森林管理のための条件整備として路網整備の一層の推進や集中的な高性
能林業機械の導入、主伐・再造林の一貫作業システムの普及が必要。

新たな森林管理システム

森林管理の委託 ※３

（立木の伐採・処分権又
は林地の使用収益権を
設定）

※３ 所有者不明等の場合は、
裁定により森林管理

※

適
切
な
森
林
管
理
の
責
務
を
明
確
化

（
伐
採
後
の
造
林
及
び
適
正
な
保
育
・
間
伐
の
確
保
）

森

林

所

有

者

意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者

森林管理
の再委託

○ 意欲と能力のある林業経営者に森林管理を
再委託

○ 再委託できない森林（自然的条件からみて
経済ベースでの森林管理を行うことが困難な
森林）及び再委託に至るまでの間の森林につ
いては、市町村が管理（間伐）を行う
※１ これに該当する森林については、森林所有者
への対価はゼロとする

※２ 市町村による森林管理は、直接自ら行う場合
だけでなく、民間事業体に作業を実施させることを
含む

※ 以上のほか、市町村が寄附を受けた森林の管理を行う場合もある。

市

町

村
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林業の成長産業化に向けた川上と川下との連携の推進
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資料：農林水産省「2005年農林業センサス」
国土交通省（H23 農地・森林の不在村所有者に対するインターネットアンケート）

注1：不在村者とは、森林所有者であって、森林の所在する市町村の区域に居住、または事業所
を置く者以外の者。

注２:国土交通省の調査時点では、森林法に基づく森林の土地の所有者の届出制度は未施行。

■森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に大きな労力がか
かっている事例

79.9%

20.1%

登記簿上で所在確認可能

登記簿のみでは所有者不明

○ 木材価格の低迷や山村の過疎化による森林所有者の経営意欲の低下、山林の地籍調査の遅れ（進捗率
45％）、森林所有者の不在村化や相続による世代交代等により、施業集約化に向けた所有者や境界の明確
化に多大な労力を要している状況。

■不在村者保有の森林面積の割合

■地籍調査での登記簿上の所有者不明土地割合

資料：所有者不明土地問題研究会中間整理 (H29年６月)

■地籍調査の実施状況

N県G市の事例 T県N町の事例

51ヘクタール（206筆）の森林に

ついて、森林整備のため市が所
有者又は土地の管理を行う者
の所在確認を行ったところ、特
定作業には１年３カ月を要した。
（最終的に特定できなかった５
名分の土地は事業対象地より
除外）

369ヘクタール（115筆）の森林に

ついて、施業の集約化を目的と
する境界明確化事業実施のた
め、町が所有者又は土地の管
理を行う者の所在確認を行った
ところ、特定作業には11カ月を
要した。

資料：国土交通省 （H29年３月調べ）

資料：国土交通省調査

宅地 農用地 林地 合計

17.4% 16.9% 25.6% 20.1%

平成28年度末時点
対象面積
（km2)

実績面積
(km2)

進捗率
（％）

DID（人口集中地域） 12,255 2,976 24 

DID以外

宅地 17,793 9,621 54 

農用地 72,058 52,783 73 

林地 184,094 82,332 45 

合計 286,200 147,712 52 

※ここでの「所有者不明」としては、登記簿上の
登記名義人（土地所有者）の登記簿上の住所に、
調査実施者から現地調査の通知を郵送し、この方
法により通知が到達しなかった場合を計上。

県外

在村者
76％

県内

保有森林面積
1,343万ha

不在村者24％

森林の所有者のうち、相続時に
何も手続きをしていない

17.9%

森林における所有者不明土地問題について
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○ 平成23年の森林法改正により、森林所有者を確知することができない場合でも、間伐の代行等が可能とな
るよう、都道府県知事の裁定により、間伐等の施業の代行等を実施する仕組みを措置。
○ さらに、平成28年の森林法改正により、共有林の所有者の一部が不明で共有者全員の合意が得られない
場合に、都道府県知事の裁定手続き等を経て、伐採・造林ができるようにする仕組みを導入。

◇要間伐森林制度

◇共有者不確知森林制度
（共有林持分移転裁定制度）

早急に間伐を行うことが必要な森林について、所
有者が不明であっても都道府県知事の裁定手続
き等を経たうえ、間伐の対象となる立木に所有権
を設定し、間伐の代行ができる仕組みを措置

共有林の所有者の一部が不明で、共有者全員の
合意が得られない場合に、都道府県知事の裁定
手続き等を経たうえで、立木の持分の移転及び
土地の使用権の設定を行い、伐採・造林ができる
仕組みを措置（平成29年４月１日施行）

【平成23年森林法改正】

【平成28年森林法改正】

要間伐森林制度（H23改正）

調停案受
諾の勧告

要
間
伐
森
林
の
通
知

市町村長 都道府県知事
間
伐
木
の
所
有
権
移
転

・土
地
使
用
権
設
定
等

所有者不明の場合

契約

公告
間
伐
の
代
行

（所有者が確知の場合）

所有権移転
等協議の勧
告

共
有
林
の
整
備

共有林の持分移転の裁定制度（H28改正）

所
有
者
の
一
部
が

不
確
知
で
あ
る
旨
の

公
告
の
申
請

都道府県知事

裁

定

立
木
持
分
移
転
・

土
地
使
用
権
設
定等

効
率
的
な
森
林
整
備
の
促
進

市町村長

共
有
者
不
確
知

森
林
の
公
告

裁
定
の
申
請

間
伐
対
象
木
に

特
定
所
有
権
を
設
定

裁

定

森林法に基づく所有者不明森林への対応
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木材需給の動向

2,714 万㎥
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資料：林野庁「木材需給表」
注1：数値の合計値は、四捨五入のため計と一致しない場合がある。
注2：輸入製品には、輸入燃料材を含む。

S39
木材輸入

自由化

S48
総需要量
ピーク

S55
木材価格
ピーク

H8
輸入量
ピーク

H14
木材自給率

最低

現在(H28)

34.8％

自給率最低(H14）

18.8％

国産材

輸入丸太 輸入製品

S30

H28

木材自給率(右軸）

■ 木材の供給量の推移

（年）

■ 大規模（年間原木消費量の目安 １万㎥以上） ■ 中規模（年間原木消費量の目安 ２千～１万㎥）
■ 小規模（年間原木消費量の目安 ２千㎥未満） ◆ 大規模工場の素材消費量の割合

■ 製材工場（出力規模別）の素材入荷量の推移

○ 国産材の供給量は、平成14年を底に増加傾向。木材自給率も、平成14年の18.8％を底に上昇傾向で推移
し、平成28年は34.8％。

○ 我が国の製材工場における、素材消費量の割合を見ると、大規模工場の割合が年々増加しており、製材の
生産は大規模工場に集中する傾向が見られる。

○ これまで木造化が進まなかった中高層建築物や、オフィスビルや商業施設等の低層非住宅建築物の木造
化・木質化により、木材利用を拡大していくことも重要。

参 考

28

(16)
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■ 階層別・構造別の着工建築物の床面積（H28）

1,697 

1,409 

71 

4 

0 

7,301 

7,618 

3,848 

7,051 

5,965 

0 10,000

1階

2階

3階

4～5階

6階以上

低層非住宅建築は
鉄骨造（S造）が
圧倒的多数

（千m2 ）

3,400 

42,404 

3,991 

8 

0 

509 

7,807 

4,436 

3,173 

12,037 

020,00040,00060,000

非木造 木造

住宅 非住宅

中高層建築は
ほぼ非木造

資料：国土交通省「建築着工統計」（平成28年）
注：住宅とは居住専用建築物、居住専用準住宅、居住産業併用建築物の
合計であり、非住宅とはこれら以外をまとめたものとした。



我が国の林業・木材産業の国際競争力について

○ コストの構成比を見ると、日本の加工等と伐採・搬出の各コストは、海外より割高。
（加工等コスト） 日本は海外の２倍（海外の大企業は、日本より大量・低コストで加工）

（伐採・搬出コスト）日本は海外の1.6倍
○ このため、加工施設の大規模化・効率化や、路網の整備と高性能林業機械の導入による低コスト供給対策
が重要。

＜木材産業の体質強化対策＞

＜原木の低コスト供給対策＞

ほぼ同じ
100％

原
木
価
格

運材

立木

（２６％）

（ ９％）

原
木
価
格

流通

運材

立木５６％ ５３％

（ ９％）

（ ９％）

（ ３％）

伐採・搬出

伐採・搬出

（２０％）

（３２％）

輸入集成材 国産材集成材

注：輸入集成材、国産材集成材の国内市場価格はほぼ同じ（100%）で競合しており、
これらの主要コストの内訳を示したもの。（H28末時点の諸データにより試算）

輸入コスト
(含む関税)

１９％

運賃・利益 ５％ 運賃・利益 ６％

加工等

加工等

76
％

94
％

２０％ ４１％
（ １％）

①加工施設の大規模化・効率化

①新たな森林管理の仕組みづくりの検討

②路網の整備

③高性能林業機械の導入

【講ずべき対策】

流通
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